
（参考）３月議会に提案予定の条例 第11回推進委員会　資料３

様式第１号 平成２３年度　計画・条例等一覧

№ 除外

対象
外

人事院勧告の趣旨を尊重し、職員の
給与の減額等を定めるものであるた
め

【目的】
　人事院勧告の趣旨を尊重し、一般職の職
員の給与に関し、必要な事項を定める。

【内容】
　平成24年4月以降に支給する給与の減額
を定める。

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

除外する理由
（重要なものに該当しない理由）

オ
市税
等

計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と認め

市民参画を実施する場合はその理由）
重要

エ
義務
権利

1

【目的】
　東日本大震災からの復興に関し地方公共
団体が実施する防災のための施策に必要な
財源の確保に係る地方税の臨時特例に関す
る法律等の施行等により、たばこ税、個人
市民税、固定資産税について改めるもの。

【内容】
 ① たばこ税1,000本当たり4,618円⇒
5,262円（引上げ分については、県税の税
率引き下げにより、販売価格には変更な
し。旧3級品については2,190円⇒2,495
円）
 ② 退職所得の分離課税に係る所得割額の
1/10相当額の控除の廃止
 ③ 個人市民税の均等割の準税率(現行
3,000円)について、平成26年度から平成
35年度まで500円加算した額とするこ
と。
 ④ その他  引用条項の整理等

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　公布の日。ただし①③は平
成25年4月1日、②は平成25年1月1日

【法令に基づく改正の場合】
・東日本大震災からの復興に関し地方公共
団体が実施する防災のための施策に必要な
財源の確保に係る地方税の臨時特例に関す
る法律
・経済社会の構造の変化に対応した税制の
構築を図るための地方税法及び地方法人特
別税等に関する暫定措置法の一部を改正す
る法律
・地方税法施行令の一部を改正する政令
・地方税法施行規則の一部を改正する省令

花巻市市税条例の一部を改正
する条例

2
花巻市一般職の職員の給与に
関する条例の一部を改正する
条例
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様式第１号 平成２３年度　計画・条例等一覧

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認め
市民参画を実施する場合はその理由）

重要

【目的】
　地域主権一括法において、博物館法が一
部改正されたことから所要の改正を行う。

【内容】
　博物館協議会委員の任命基準について、
博物館法から削除されたことから、文部科
学省令で定める基準を参酌して規定する。

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

【関係法令】
 ① 地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（博物館法の一部改正）
 ② 法令改正施行日　平成24年4月1日

対象
外

博物館法の一部改正に伴い，博物館
協議会委員の任命の基準を定めるも
のであるため

4

地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関す
る法律の一部の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例

（花巻市立図書館条例の一部
改正）

【目的】
　地域主権一括法において、図書館法が一
部改正されたことから所要の改正を行う。

【内容】
　図書館協議会委員の任命基準について、
図書館法から削除されたことから、文部科
学省令で定める基準を参酌して規定する。

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

【関係法令】
　① 地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（図書館法の一部改正）
　② 法令改正施行日　平成24年4月1日

対象
外

5

地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関す
る法律の一部の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例

（花巻市博物館条例の一部改
正）

図書館法の一部改正に伴い，図書館
協議会委員の任命の基準を定めるも
のであるため

3
花巻市手数料条例の一部を改
正する条例

【改正の目的】
　証明手数料の均衡を図るための一部改正
及び証明名称の一部を改正する

【改正の内容】
 ① 別表の、43土地、建物その他資産に関
する証明手数料、「１件につき300円(土
地は１筆、建物は１棟を１件とし、２件以
上は１件増すごとにそれぞれ50円を加算
する。)」を「１件につき300円（１名
義）」と改正する。
 ② 別表の、「42営業に関する証明」を
「42事業所に関する証明」と改正する。
 ③ 別表の「28外国人登録法に基づく外国
人登録に関する証明」手数料の規定を削除

【改正の理由】
 ① 資産に関する証明手数料以外の証明手
数料は、住宅用家屋証明申請手数料を除く
と１件につき300円となっていることか
ら、証明の手数料について均衡を図る。
 ② 証明名称を変更する
 ③ 外国人登録法の廃止に伴い削除

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

対象
外

証明手数料の均衡を図るもの及び証
明名称を変更するものであるため



（参考）３月議会に提案予定の条例 第11回推進委員会　資料３

様式第１号 平成２３年度　計画・条例等一覧

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認め
市民参画を実施する場合はその理由）

重要

外国人登録法の廃止及び住民基本台
帳法の一部改正に伴い、条例の整理
をするものであるため

対象
外

住民基本台帳法の一部改正に伴い、
引用条項を変更するものであるため

6

8

陸上競技場の供用時間の延長等を定
めるものであるため

花巻市都市公園条例の一部を
改正する条例

【目的】
　日居城野陸上競技場の整備に伴い、所要
の改正を行う。

【内容】
 ① 日居城野陸上競技場の照明施設の整備
に伴い供用時間を延長するもの。
　午後５時まで → 午後９時まで
 ② 日居城野運動公園の有料公園施設につ
いて文言の整理等をするもの

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

対象
外

対象
外

花巻市住民基本台帳カードの
利用に関する条例の一部を改
正する条例

7

【目的】
　入管法等の一部改正による外国人登録法
の廃止及び住民基本台帳法の一部改正に伴
い関係条例の整理を行う。

【内容】
 ① 外国人登録法が廃止されることに伴う
文言の整理
 ② 外国人住民の住民票記載に伴う規定を
整備(通称・氏名のカタカナ表記による印鑑
登録及び住民票記載要件を欠くに至ったと
きの印鑑登録の取扱い）
　
【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年 3月定例会
　② 施行日   　平成24年 7月 9日

【法令等に基づく改正による場合】
　① 名称
　　ア　出入国管理及び難民認定法及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律（内容：新在留管
理制度の開始と外国人登録法の廃止）
　　イ　住民基本台帳法の一部を改正する
法律（内容：外国人住民に住民基本台帳法
を適用し、新たに住民票に記録）
　　　（＊イに伴う印鑑登録証明事務処理
要領の一部改正）
   ② 法令改正施行日
　　上記２法とも平成24年 7月 9日施行

花巻市印鑑条例の一部を改正
する条例

【目的】
　住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要
の改正を行う。

【内容】
　他の市町村へ住所を移した場合でも引き
続き住民基本台帳カードの利用を可能とし
たことによる条項の追加に伴い、引用条項
が変更されたことから、改正する（法第
30条44第８項⇒法第30条の44第12項）

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年３月定例会
　② 施行日   　平成24年7月９日

【関係法令】
　① 住民基本台帳法の一部を改正する法律
　② 法令改正施行日　平成24年7月９日
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様式第１号 平成２３年度　計画・条例等一覧

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認め
市民参画を実施する場合はその理由）

重要

花巻市道路占用料徴収条例の
一部を改正する条例

10
花巻市営住宅等条例の一部を
改正する条例

【目的】
　地域主権一括法において、公営住宅法が
一部改正されたことから、所要の改正を行
うとともに三日堀団地を廃止するため改正
を行う。

【内容】
 ① 建替による明渡請求の根拠規定を整理
する
 ② 入居資格の同居親族要件廃止に伴う、
単身入居要件を整理する
 ③ 簡易耐火構造で老朽化の著しい三日堀
団地を廃止する

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年３月定例会
　② 施行日　　平成24年４月１日

【関係法令】
　① 地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（公営住宅法の一部改正）
　② 法令改正施行日
　平成23年11月30日（①）
　平成24年4月1日（②）

対象
外

対象
外

9

【目的】
　花巻市水道事業の統合のため、所要の改
正を行う。

【内容】
 ① 花巻水道の給水区域に大迫地域、石鳥
谷地域、東和地域を編入する。
 ② 花巻市特別会計設置条例から花巻市簡
易水道事業特別会計を削除する。
 ③ 花巻市簡易水道給水条例を廃止する。

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

花巻市水道事業の設置等に関
する条例の一部を改正する条
例

（花巻市特別会計設置条例の
一部改正、花巻市簡易水道給
水条例の廃止）

11

【目的】
　道路法第３９条の規定に基づき、道路の
占用料に関し所要の改正を行う。

【内容】
　地価水準等の変動による道路占用料につ
いて、国の基準に準拠し改正するもの。

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

【法令等に基づく改正の場合】
　① 道路法施行令第１９条別表の改正
　② 法令改正施行日　平成23年4月1日

花巻市内の水道事業を統合し、一体
的に運営するものであるため

公営住宅法の一部改正に伴う条例の
改正を行うもの及び老朽化した施設
を廃止するための規定の整理を行う
ものであるため

国の基準に準拠して、地価の変動に
応じた道路占用料を定めるものであ
るため

対象
外
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様式第１号 平成２３年度　計画・条例等一覧

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認め
市民参画を実施する場合はその理由）

重要

危険物の規制に関する政令の
一部を改正する政令の施行に
伴う関係条例の整理に関する
条例

（花巻市火災予防条例の一部
改正）

対象
外

危険物の規制に関する政令の一部改
正に伴い、改正するものであるため

危険物の規制に関する政令の一部改
正に対応し、審査手数料を定めるも
のであるため

対象
外

対象
外

【目的】
　危険物の規制に関する政令の一部改正に
伴い新たな危険物が追加されることによる
所要の改正を行う。

【内容】
   炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険
物に追加されることにより、新たに指定数
量の５分の１以上指定数量未満の危険物を
貯蔵し、又は取り扱うこととなるものの一
定の貯蔵及び取り扱いに係る技術上の基準
並びに位置、構造及び設備の技術上の基準
について、経過措置を定めるもの

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年7月1日

【関係法令】
　① 名称　危険物の規制に関する政令の一
部を改正する政令
　② 法令改正施行日　平成24年7月1日

住民要望に基づく行政区域の変更に
伴い、選挙区内の区域名称の一部を
変更するものであるため

12

危険物の規制に関する政令の
一部を改正する政令の施行に
伴う関係条例の整理に関する
条例

（花巻市手数料条例の一部改
正）

14
花巻市農業委員会に関する条
例の一部を改正する条例

【目的】
　柴沼行政区及び坂井行政区の再編に伴
い、所要の改正を行う。

【内容】
　別表の第２選挙区の区域について、「柴
沼」を「柴林、折沼」に、「坂井」を「下
坂井、坂杉」に改める。

【議会及び施行日】
　①議会提案　平成２４年３月定例会
　②施行日　　平成２４年４月１日

【目的】
  危険物の規制に関する政令の一部改正に
伴い新たな審査業務が発生し、地方公共団
体の手数料の標準に関する政令の一部が改
正されたことから、所要の改正を行う。

【内容】
   浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の位
置、構造及び設備の技術上の基準の規定が
追加され、新たな審査業務が発生すること
から手数料を定めるもの

【議会及び施行日】
　① 議会提案　平成24年3月定例会
　② 施行日　　平成24年4月1日

【関係法令】
　① 名称　危険物の規制に関する政令の一
部を改正する政令
　② 法令改正施行日　平成24年4月1日

13


